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福井県選挙管理委員会告示第７７号 

 公職選挙運動管理規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和７年６月２７日 

      福井県選挙管理委員会 委員長 吉川 奈奈 

公職選挙運動管理規程の一部を改正する告示 

公職選挙運動管理規程（昭和２９年福井県選挙管理委員会告示第１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第５９条 法第１９７条の２第１項および第２項の規定に基づき県の委員会が定

める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選

挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁

償の最高額ならびに選挙運動に従事する者（選挙運動のために使用する事務員

、専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動車ま

たは船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使

用する者および専ら要約筆記（法第１９７条の２第２項に規定する要約筆記を

いう。）のために使用する者に限る。第４号において同じ。）に対し支給する

ことができる報酬の最高額は、次のとおりとする。 

⑴ 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる実費弁償の最高額

次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額 

ア・イ （略） 

ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費 

 額 

エ （略） 

オ 宿泊料（食事料２食分を含む。） １夜につき２３，０００円 

カ 弁当料 １食につき１，５００円、１日につき４，５００円 

キ 茶菓料 １日につき１，０００円 

⑵ （略） 

⑶ 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することができる実費弁

償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額 

ア 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 第１号アからエまでに定める額 

イ 宿泊料（食事料を除く。） １夜につき２０，０００円 

⑷ 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる報酬の最高額 次

に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める額 

第５９条 法第１９７条の２第１項および第２項の規定に基づき県の委員会が定

める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選

挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁

償の最高額ならびに選挙運動に従事する者（選挙運動のために使用する事務員

、専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動車ま

たは船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使

用する者および専ら要約筆記（法第１９７条の２第２項に規定する要約筆記を

いう。）のために使用する者に限る。第４号において同じ。）に対し支給する

ことができる報酬の最高額は、次のとおりとする。 

⑴ 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる実費弁償の最高額

次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額 

ア・イ （略） 

 

 

ウ （略） 

エ 宿泊料（食事料２食分を含む。） １夜につき１２，０００円 

オ 弁当料 １食につき１，０００円、１日につき３，０００円 

カ 茶菓料 １日につき５００円 

⑵ （略） 

⑶ 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することができる実費弁

償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額 

ア 鉄道賃、船賃および車賃 第１号ア、イおよびウに定める額 

イ 宿泊料（食事料を除く。） １夜につき１０，０００円 

⑷ 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる報酬の最高額 次

に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める額 

ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１５，０００円

イ 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動

車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳の

ために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 １日につき２

０，０００円

ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１０，０００円

イ 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動

車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳の

ために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 １日につき１

５，０００円

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年６月２８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日（以下「公示日」という。）以

後にその期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。 
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ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１５，０００円

イ 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動

車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳の

ために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 １日につき２

０，０００円

ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１０，０００円

イ 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動

車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳の

ために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 １日につき１

５，０００円

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年６月２８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日（以下「公示日」という。）以

後にその期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。 
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ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１５，０００円

イ 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動

車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳の

ために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 １日につき２

０，０００円

ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき１０，０００円

イ 専ら法第１４１条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動

車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳の

ために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 １日につき１

５，０００円

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年６月２８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日（以下「公示日」という。）以

後にその期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。 
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